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1-1．なぜ民間家主か、なぜ家主か

 2008年に可視化された派遣村以降、ハウジングプアが社会問題化
cf．この問題の変わり方と変わらなさ(佐藤 2017)

社会構造的：日本型雇用システムの変容および家族の個人化を背景
住宅政策的：路上or施設以外の事実上の最後の選択肢としての民間貸家
高齢者の入居拒否・生活支援を念頭においた改正住宅セーフティネット法
 ＊「差別禁止」ではなく「差別をしない住宅を登録する」という似非社会政策立法

行政・福祉関連団体・不動産業界のトライアングルによる支援体制の模索
Cf．居住支援全国シンポジウム(190307)→居住支援全国ネットワーク結成(190629)

家主という、不可欠でありながら、それでいて可視化されないアクター
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1-2．修士課程の課題：住宅政策の新自由主義化
修士論文では、当初、住宅政策の新自由主義化を中心的なテーマに
 1980年代以降の日本型持家社会の定着および住宅政策の削減・市場化路
線(本間 2006)

しかし住宅という財はそもそも市場によるカバレッジが大半(Torgerson 
1987)

 Pahl(1984)：労働市場格差が、インフォーマル労働に媒介される形で、世
帯間格差を拡大

住宅部面における新自由主義は、政策による格差拡大を、市場が媒介する
形で、いっそう住宅格差を拡大させたのではないか？

たまたま同時に平山(2009)および岩田(1995)を読み、森本信明(1976)およ
び建設省・日本住宅公団編(1970)を知る
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1-3．現代の住宅問題の淵源としてのくいつぶし型経営？

 修士論文では、くいつぶし型経営を中心とした1970年代前後の住宅問題の位相
 くいつぶし型経営(森本 1976)
 経営を開始した1時点において，最低限必要となる諸経費および生活費よりは，
賃貸経営から得られる家主が得ている総価値の方が大きいという点において経営
にのり出すメリットはあるが，他方でそれが建て替えや全生活費のカバーにまで
は達していないため，結局は利潤をくいつぶすことになる経営

 1970年代にくいつぶし型経営が問題となった背景：住宅難の量的問題のフェー
ズから質的問題のフェーズへの変化(住田 2007)

 ディベロッパー論が日本においても受容・展開しつつある時代状況において、
1980年代以降の都市再開発の露払いを相対的に押し止める役割も果たす

 くいつぶし型は現代の住宅問題の淵源となったのではないか(佐藤 2014)
 低所得世帯向け住宅の不足…低質低家賃住宅、管理の俗人化、施設代替
 空き家の一因…世代継承の広がり、生活保障的経営、空き家誘因税制
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参考１．博士課程における研究の漂流

持家が多数派だが、低所得世帯が入れる公営住宅は少ない
民間貸家は事実上の最後のセーフティネット
しかし公正住宅取引法(アメリカ)のような、入居拒否禁止立法
は日本に存在しない

「差別の見本市」(稲葉剛)としての民間借家(次ページ)
人権と民主主義から考えるならば、入居拒否立法をまず作り、
そのコストをどのように公的責任の下で担っていくのかという
議論へと展開すべきではないのか

博士課程では、家主や不動産を調査・論文化してみたものの、
表面的な記述にとどまる
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国交省(2016)より
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参考２．住宅をどのように社会科学的に扱うのか

研究の位置づけが不明確ならば、軸を定めることが必要ではないか
①祐成保志先生からの影響
ケメニー『ハウジングと社会理論』/ロー『ハウジングディベート』
②東京大学社会科学研究所二次分析研究会
1960年代の社会調査の(再)分析を通じて住宅問題・住宅政策を理解
③厚生(労働)白書研究
10年ごとの政策的特徴の摘出＋全体における個別の関係という視座
全体を統括する理論(福祉国家論)＝時間軸(日本型福祉国家)＋空間軸

(国際比較)
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2-1．リサーチクエスチョン
 問い：くいつぶし型経営は、日本型住宅政策からどのように規定され、日本型住
宅政策をどのように補完したのか

 現代の住宅問題の淵源がくいつぶし型経営にあるとしたら、それまでの時代は日
本型住宅政策とくいつぶし型経営の「不幸な結婚」だったのではないか

①時期区分
 特に重要なのは持ち家社会成立の「安定」時期ではないか
 国家介入の本格化の初期段階(1937)および都市労働者階級の持家成立期まで

(1970年代)
⇔1980年代以降の住宅問題の質的変容・再開発による都市空間改造・住宅政策の質
的変容
 萌芽的福祉国家段階・福祉国家段階・福祉国家変容期として理論的に把握
②空間設定
 都市労働者への住宅問題として、都市部(東京を中心とした関東圏)を対象
 『住宅土地統計調査』などで大まかに把握しつつ、貸家・家主調査を主たる資料
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2-2．自由主義段階住宅保障
 資本主義の自由主義段階における住宅問題
 「元来、資本主義のもとでの住宅問題は、産業革命後の資本制工場生産の急速な発展に
よって必然化された都市労働者階級の住宅問題(ないしその生活過程の貧困化の問題)と
して登場してきたものであるが、この問題のもつそのような性格は、現在でもなお基本
的に存続している。」(原田1985: 320)

 自由主義段階住宅保障：①民間貸家への建築規制・監督／②スラムクリアランス
 イギリス労働者階級住宅法(1890)
 「一切の利害関係人に賠償を支払い、立退にあうものについては代替の住宅を与えなけ
ればならないから、これを実施するとすれば金がかかり容易ならぬ事業となるが、不健
康地区の一掃のためには個々の健康上さしつかえない住宅や道路の強制収用も可能に
なったし、個々の住宅については保健医官の監視の下に保健上有害とみとめられたもの
は家屋の閉鎖を命ぜられ、修繕は家主の義務となり、修繕を怠ったときは家主の負担に
よって破壊できることなども定められた。」(西山1952: 104)
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2-3．福祉国家型住宅保障
 福祉国家段階型住宅保障：
 ①民間貸家への家賃規制・借家人保護規制、②(広義の)社会住宅拡充
 「都市労働者層のための住宅の確保を目指すものになったときに、固有の意味での住宅
政策が成立すると考えられるが、その当初における介入手法は、第一次大戦後の先進資
本主義国における借家人保護立法にみられるように、むしろ私法的関与を中心とするも
のであった。イギリスやフランスなどでは、すでにこの時期に住宅そのものの公的供給
をめざす法制度も登場しているが、労働者の住宅の大部分が民間借家に依存している状
況のもとでは、場合によっては家賃統制をも含む借家立法の方が、より重要かつ効果的
な手段でありえたのである。」(原田1985: 322)

 しかし、都市労働者の大量流入・定着、総力戦体制を経て、住宅問題が政治化
 cf「ヴィクトリア朝時代の都市では、民間賃貸住宅が標準的な住宅供給形態であった。
これが停滞しはじめたときに生じたのが、当時広く知られた「住宅問題」という危機で
ある。もし民間家主が新たな住宅を供給しないとすれば、誰が供給するのか。」
(Lowe2011=2017: 44)

 国家介入の初期段階および都市労働者階級の住宅問題の「解決」までの介入のあり方が、
一国の住宅政策の基幹をなす？
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2-4．公営住宅型としてのイギリス
 イギリスにおける民間家主層の撤退
 「公衆衛生法規にもとづいて撤去された不動産に対しては、何の補償も行われなかった。不衛生
住宅……責任は提供者[である家主]が負うこととされた。1880年代における営業許可制の拡大も
また、民間家主の利益をそこなう方向で働いた。不動産税、とりわけ地方税は…引き上げられた。
家主の利潤がさまざまな手段で吸い上げられるようになったのは、この第一次世界大戦前の数十
年間の出来事であった。」

 「共同投資会社の創出と銀行システムの成熟により、新しい投資機会が広がりつつあったので、
1900年頃に[住宅]市場を直撃し、戦時期までつづく不況がはじまる前から、多くの小規模投資家
は、すでに投資対象を切り換えつつあった。」(Lowe2011=2017: 50-51)

 公営住宅への帰着
 「ここでいう投資家とはいったい誰だったのか…せいぜい3、4物件を将来への備えとして所有す
るだけの、小規模かつ素人の多数の家主からなる小ブルジョア階級であり、彼らはあらゆる主要
政党のメインターゲットからは外れていた……労働運動がその威力を最初に誇示したのは地方政
治という場であり、ここにおいて、既に見たような自治体による住宅供給が試行され、「公営住
宅」に向けた歩みがはじまったのである。」(Lowe2011=2017: 55)
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2-5．社会住宅型としてのドイツ
＊社会住宅の定義…広義の定義(OECD)、狭義の定義(住田2015)
ドイツにおける社会集団としての家主
「英国の民間家主の政治力は弱かったが、ドイツの民間家主は、強大な土
地所有者や大規模不動産会社をもふくむ、より複合的な集団であった。」
(Lowe 2011=2017: 53)

住宅政策の分岐の政治的要因としての家主層
「公営住宅制度につながる住宅の国有化あるいは公有化といった手段は慎
重に回避されていたという点である。その理由としては、二つの点が考え
られる。一つは、いうまでもなく、民間家主層の抵抗である。とりわけ、
当時の選挙制度のもとでは、地方議会の中心は地主・家主層によって構成
されていただけに、自治体の行政もそのような反発を無視することができ
ず、上記のような、住宅組合・公益住宅企業の活動に対する援助や住宅用
地の提供といった建設的な手段に依らざるをえなかったのである。」(佐
藤1999: 154)
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参考３．段階論的住宅保障の理解

社会保障 住宅保障 持家 公営住宅 民間貸家

自由主義段階 経済規制 最低住環境整備 非一般的 非一般的 スラムクリアランス
／最低住環境規制

福祉国家段階 現金給付 規制中心から給付中心へ 拡大傾向 拡大傾向 家賃統制／借家人保護規制

新自由主義段階 現物給付 持家誘導／市場活用 拡大傾向 縮小傾向 規制緩和／住宅手当

14



2-6．住宅保障の類型とその形態的理解

資本主義化 体制と社会保障要
求の担い手

自由主義段階住
宅保障

福祉国家段階住宅保障
形態

大衆的基盤

イギリス 先発 普通選挙権＋労働
組合＋社会民主主
義政党

漸進的・強制 公営住宅型 労働運動
＋未組織型家主

ドイツ 後発 普通選挙権＋労働
組合＋社会民主主
義政党

漸進的・強制 社会住宅型 労働運動
＋組織型家主

日本 後発 普通選挙権の不在
＋調停法体制

欠落・非強制 民間貸家中心型 大衆運動の弾圧
＋戦時立法
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3-1．くいつぶし型経営の位置価①
くいつぶし型経営は、単に1970年代に可視化されたにすぎない？
「住宅を金もうけのための商品として生産する資本主義社会では、住宅
の売買(賃貸)が長い期間の採算で行われるという関係で、たえず変動する
需要に対して損失をまねかないよう、いつも不足気味でしか供給されな
い。」(西山1952: 66)

原理的需給ギャップ：もちろん実証的知見との整合性は要検討
日本では、①自由主義段階住宅保障を欠き、②公営住宅が拡充せず、③
中心的統合対象が別のハウジングパスを有したため、④受け皿がくいつ
ぶし型経営による民間貸家だったのではないか

くいつぶし型経営は、むしろ日本型住宅政策にとっての「不幸な結婚」
相手として、その歴史的位置づけの変容から理解される必要があるとの
立場
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3-2．デュアリズムと零細家主の析出
 住宅レジーム(Kemeny 1995)
 持家優位のデュアリズム／所有中立的なユニタリズムに類型化
①原価賃貸の抑制と持家誘導
 「デュアリズムの戦略は、どのように政府が持ち家セクターを管理するかについてのイ
ンプリケーションも有している。原価賃貸を抑制することによって、原価賃貸へのアク
セスができないますます多くの世帯が、持ち家所有のセクターへと入ってこようとする
……原価賃貸を抑制するという政策の直接的帰結として、政治的圧力が創り出される。
すなわち、さらにいっそう、周辺的な世帯を持ち家所有へと誘導するために補助をエス
カレートさせていく」(Kemeny1995: 54)

②零細家主の創出と行動様式
 「低所得の持ち家セクターの登場によって、持ち家所有の(あるいは小規模の)地主制……
零細地主という形態の拡大を促した…民間賃貸はますます持ち家所有者によって短期間
での貸し出し……を行うのが支配的になったり、重い住宅ローンの支払いが重荷になる
低収入やあるいは低年金を打破するために部屋を貸し出すことが支配的になったりする
……こうした家主は彼らの母屋やそこの一部を貸し出すため、借家人を注意深く選んだ
り、テニュアを守るのに彼らを拒んだりする、ということに主として関心を寄せている
ということである。」(Kemeny1995: 55)
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3-3．日本型住宅保障システムという到達

 佐藤岩夫(1999; 2009)による日本型住宅保障システム
 レジームによる住宅政策の一貫性から出発
 家賃規制と、借家人―家主規制とが、どういう関係にあるか？
 デュアリズムであれば双方が弱く、ユニタリズムであれば双方が強くなるはず
 日本の場合はデュアリズムでありながら家賃規制がなく後者が強いという特殊性(佐藤

1999)
 借家法の一般条項が、福祉国家における広範な利害調整機能を持ったという解釈
 いわゆる新自由主義的潮流の下、持家(メインシステム)＋社宅(サブシステム)／借家法

(サブシステム)が商品化のベクトルに関する対抗関係にあるという理解
 この先行研究と本報告はどのような差異化を図るのか
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3-4．零細家主は日本特殊か？
 Crook and Kemp ed(2014)による民間貸家の国際比較研究
 「多くの国では、ownershipは主として小規模な個人家主の手中に……の多くは個人家主の空い
た時間でそれら資産を経営している。大規模な企業的・私的家主がいる国もあるが……ストック
のかなり小さな割合しか占めていない。政策策定者は、民間賃貸部門への企業的投資を促したい
と模索している国もあるが、概して限定的な成功しか収められていない。」 (Crook and Kemp 
2014: 19)

 個人所有される民間貸家ストックの割合

 (Crook and Kemp 2014: table1.2)
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オーストラリア 大半
アイルランド 大半
フランス 95
ベルギー 86
スペイン 86
アメリカ 78
ノルウェー 78
イギリス 75
スイス 63
ドイツ 61
フィンランド 60
オランダ 44
デンマーク 8
オーストリア 僅少
スウェーデン 僅少



3-5．くいつぶし型経営の位置価②
 福祉国家段階における民間家主の撤退
 「民間家主の多くはせいぜい数戸の貸家を所有するだけの零細な個人家主である。

1960年代以降の持続的なインフレで借家経営の費用は増加したが、借家人の多
くは低所得層であるため、増加する費用を家賃引き上げに転嫁することが難しく、
借家経営の収益は減退し、住宅の売却と持ち家化が進んだ」(Harloe 1984= 大泉
2013: 55)

 ①民間賃貸の家賃規制は段階的に解除されているものの、②経済成長による中間
層の持家所得と、③労働組合運動による公営住宅の拡充により、民間貸家市場そ
のものが縮小

 くいつぶし型経営にむしろ合理性が見出される日本？
 ①家賃規制は解除されるものの借家人保護は残存、②経済成長はむしろその前提
としての都市流入層により低下、③公営住宅は拡充せず、民間貸家市場は相対的
な規模を維持

 住宅レジームによる理論的洗練⇔国際比較研究による実証的知見、このジレンマ
を突破するために、日本型住宅政策との関係からくいつぶし型経営の変容・位置
づけを検討する
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参考４．民間貸家規制
 民間貸家の規制の2指標(Andrewsほか2011: box5)

 ①家賃規制指標
 (a)家賃水準の規制：当初の家賃水準が家主と借家人の間で自由に交渉しうるとした場合、当初の
家賃水準と既存借家人への基準に基づいて規制の範囲(例えば既存借家人、新しい借家人、新築)を
考慮すること

 (b)家賃増額の規制：借家契約の枠内の家賃増額が自由に合意されるものであるかどうかという場
合、どのような家賃増額がなされるか(あるコスト／価格指標の指数化、家賃や交渉／行政手続き
に上限を設ける)、どの程度家主が借家人にとってのコスト増加を移譲するかを考慮すること

 ②借家人―家主関係指標
 (a)借家人追い出しの容易さ：家賃を支払わないつまり契約違反をした借家人を追いだすための妥
当な理由、追い出しが許容されない期間、借家人―家主の追い出し紛争のまとめ(恒常的裁判制度、
調停／特別裁判)の情報を包む

 (b)借家権保護：契約継続が、価格parities、平均の平均契約期間、契約解除の場合の家主による要
請告知期間の間に基づいて自由に合意しうるかどうかの情報を含む

 (c)敷金要件：家主が敷金を徴収するかどうか、もし徴収するとしたらその額はいくらかの情報を
含む
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参考５．日本の家賃の高さ
 単位当たり家賃の高さと家賃規制の弱さ(Andrewsほか2011: figure21)

 比較家賃水準：実際の家賃の倍率交換比率に対する購買力平価
 住居規模、部屋数、中央暖房装置の利用可能性の違いを含んで質的な違いを考慮
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4-1．1章の構想
総力戦体制における統制経済期(執筆はほぼ未着手)
自由主義段階住宅保障の欠落
出稼ぎ型(大河内一男)から都市雑業層(隅谷三喜男)を経て基幹的男性正社
員中心の労働市場

不良住宅に対してはスラムクリアランスがされるが、積極的住宅政策はほ
ぼ展開されず

最低居住水準の未整備・借地借家法による調停法体制
福祉国家段階住宅保障の「歪み」
人権を抑圧するファシズム期に家賃統制令・正当事由など借家人保護立法
が(渡辺 1962)

貸家組合の意図および実態からのアプローチによる検討
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4-2．2章の構想

 敗戦から復興期(ファーストドラフト執筆済)
 総体的くいつぶし型経営としての総括
 インフレーション・原材料昂騰による住宅経営への圧迫、住宅金融の未整備、戦時立法
の継承、租税負担増大など、貸家経営は総体的にくいつぶしにならざるをえない

 既存の借家の売却(借家人による持家化)、貸家経営を継続しつつも一方では貸間という
空間の再分配あるいは闇家賃という資源の再分配によって「安定」的利益を模索

 家主の類型としては、①血族同居型、②階層維持型、③営利型が析出
 商工業自営、無職(おそらく高齢者)が中心的家主
 貸家経営の内発的発展を追う研究が少数ながらなされており、おそらくはこの時代に貸
家市場から撤退した家主が少なくなく、残った家主は比較的高階層？

 戦争住宅難から一般住宅難へというフェーズの変化
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4-3．3章の構想

 1950年代における戦後型住宅供給(ファーストドラフト執筆済)
 くいつぶし型経営からの相対的離脱と潜在的くいつぶし型経営の萌芽
 経済復興と土地規制の弱さのせめぎ合いとしての住宅費負担の微増
 住宅政策三本柱の登場⇔低所得者向け住宅は当初より抑制路線
 住環境規制の不在を背景として、木造賃貸アパート(木賃アパート)が叢生
 戸建て・長屋建て中心の貸家市場から共同住宅中心の貸家市場へ
 低質・低家賃、高集積化・高層化、契約期間の定めなどにより利益確保
 上京・間借・同居からの受け皿／狭くて頻繁に借家人が変わる
 家主の職業には不動産業・建築業が多く、役得としての貸家経営がされていた
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4-4．4章の構想
 高度経済成長前期における住宅問題(スライドを文字化する段階)
 くいつぶし型経営が、社会構造および社会統合との関係からではなく、家主にとっての
合理性を持つものであったことの実証研究

 大衆社会統合：民主主義を前提としつつ資本主義および「国民」統合へと包摂
 中心的統合対象：大企業労働者…社宅／日本住宅公団→持家による積極的労働力政策・
体制内化

 周辺的統合対象：中小企業労資・自営業層…民間貸家・既存持家→政策的消極化
 東京大学社会科学研究会二次分析研究会(相澤真一グループ)
 1962年に実施された福祉資金実態調査(母子福祉資金・世帯更生貸付金)の再分析
 資金利用前・資金利用後による世帯の経済・生活条件の変化を分析
 貸間を供給している世帯は現在より多く(約14％)、低所得および中上位世帯にその割合
が高い

 低所得世帯ほど、世帯収入に占める貸間収入の割合が大きい
 福祉資金による貸間提供は、おそらく本来的利用ではないものの、低所得階層の没落階
層防止・没落緩和機能を有していた
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4-5．5章の構想

 高度経済成長後期の住宅問題(修士論文1章分を再構成)
 家主主体的くいつぶし型経営
 農村から都市への労働者の流入が大量に生じていたフェーズから、その継続のみならず
単身者の世帯形成・世帯拡大へとフェーズが変化する

 狭小の持家および木賃アパートの住環境が問題視および都市問題化
 木賃アパートそのものの自己改良、鉄賃アパートへの改良、そして頭打ち
 「沈澱層」：住み替えができない層が木賃アパートに長年居住
 「くいつぶし型経営」：建て替えができない状態のままデッドロックに
 家主は、兼業者が多くあるいは別に収入が確保されているがゆえに、経営的拡大ではな
く生活保障的経営が中心

 家主は組織化されてもおらず集合的行動様式も持たないため、政治的意志反映もなされ
ず、また介入のあり方も俗人的立場に依存
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参考６．くいつぶし型経営の合理性と逆機能
 日本住宅会議は住宅問題の総決算および新しい住宅問題の登場とともに誕生28

合理性 逆機能
家主 参入障壁の低さと安定的需要 ライバルの叢生と管理・経営継続の困難
借家人 安かろう悪かろう／最後の選択肢 一部高齢者福祉への代替とマイノリティ化
開発企業 非顧客層の無視と財政的負担からの解放 再開発対象への実質的歯止め対象
国家 財政負担からの解放と持家誘導の消極的圧力法的規制ではなくて点・面的規制



5-1．総括

 民間貸家研究は、民間貸家の現実的重要性に裏打ちされているばかりでなく、家主研究
も含めて、福祉国家や住宅政策研究にとっての方法的革新

 住宅レジーム論による理論的検討と国際比較に蓄積された実証的知見とを、再度、福祉
国家研究の理論から方法的に総括するという視点に立つ

 日本型住宅保障は、①自由主義段階住宅保障を欠落させ、福祉国家段階住宅保障に突入
したという生成史的歪み

 ②福祉国家段階住宅保障において家賃統制を解除していく以上に公営住宅の拡充も抑制
 ③日本型住宅保障の脆弱性を補完したくいつぶし型経営は、むしろ1980年代以降、日本
型住宅政策にとっての桎梏として逆機能

 ④現在においては、家主研究および家主への介入なしには、研究方法的な観点のみなら
ず、政策的観点としても、同様の問題が再生産されざるをえない
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5-2．展望
 博士論文においては、悪い意味で理論志向の強く・実証的手堅さの薄い論文であるとい
う以上、「問いに答える」論文というよりは「問いを出した」論文

 社会学における「問いの立て方」への着目
 日本型住宅政策研究に対する貢献：民間貸家・家主の方法的重要性の提起
 社会政策(研究)に対する貢献：政策的介入の可能性と磁場
 社会学に対する貢献
①「事実上の社会学」の提起

cf. 武川(2013)…社会学は社会調査および社会的想像力
②社会統合との関連からの住宅問題という自覚的立場
 今後は、①歴史研究を各時代において具体化・構造化するとともに、②現代における国
際的偏差を実証的にも理論的にも深めていく作業

 テーマは、①問題史(社会構造との関係からの住宅問題)、②制度史(いわゆる政策過程的
観点)、③運動史(大衆社会と支配との関係)
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資料 1 政策住宅供給数および供給割合 

 
資料 2 住宅所有形態の推移 
 持家 公営借家 公団・公社 民営借家 給与住宅 

昭和 33 年 71.2 3.5 18.5 6.7 

昭和 38 年 64.3 4.6 24.1 7.0 

昭和 43 年 59.1 5.7 26.4 6.8 

昭和 48 年 58.4 6.9 27.1 6.3 

昭和 53 年 59.9 5.3 2.2 25.9 5.7 

昭和 58 年 62.0 5.4 2.2 24.3 5.2 

昭和 63 年 61.1 5.3 2.2 25.7 4.1 

平成 5 年 59.6 5.0 2.1 26.3 5.0 

平成 10 年 60.0 4.7 2.0 27.3 3.9 

平成 15 年 60.9 4.6 2.0 26.7 3.2 

平成 20 年 60.9 4.2 1.8 26.8 2.8 

1)所有形態は「不詳」を含むので，合計が 100 にならない． 
2)公団・公社については，昭和 48 年以前はデータがない．また，平成 15 年からは「都市再

生機構・公社」として表記している． 
3)昭和 43 年までのデータは，沖縄県を含まない． 
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